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ア
メ
リ
カ
法
の
損
害
賠
償
制
度
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
異
な
り
、
金
銭
賠
償
制
度
も
法
実
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
し
て
、
損
害
填
補
に

止
ま
ら
な
い
違
法
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
性
格
を
も
承
認
す
る
。
こ
の
制
裁
的
性
格
を
全
面
に
示
す
損
害
賠
償
は
、
加
害
者
の
悪

性
が
著
し
く
高
い
と
き
に
課
さ
れ
る
懲
罰
的
損
害
賠
償
（
已
目
一
こ
ぐ
の
：
冒
渦
の
い
）
で
あ
る
。
ま
た
、
法
目
的
実
現
の
た
め
に
実
損
害
以
上

の
損
害
賠
償
を
課
す
こ
と
を
法
定
で
も
っ
て
認
め
る
場
合
が
あ
る
。
一
一
倍
・
三
倍
賠
償
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
本
稿
の
課
題
と
す
る
定
額

（
１
）
 

損
害
賠
償
（
｝
ご
ロ
己
山
［
の
１
１
・
目
、
の
ｍ
）
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
法
（
ｓ
の
帛
碕
の
ロ
の
。
『
一
ヨ
ヨ
四
二
・
コ
ョ
向
ョ
己
一
・
首
目
【
少
。
（
。
（
］
＠
ｓ
・
留
‐
］
『
》
ロ
、

（
２
）
 

凹
日
の
ロ
ュ
の
』
》
一
九
六
七
年
制
定
。
以
降
、
数
次
の
改
正
。
以
下
、
年
齢
差
別
禁
止
法
と
い
う
）
は
、
使
用
者
の
違
反
行
為
と
し
て
、
適
用

対
象
労
働
者
（
年
齢
と
し
て
は
、
四
○
歳
以
上
の
労
働
者
が
適
用
対
象
で
あ
る
）
に
対
し
て
年
齢
を
理
由
と
し
た
労
働
条
件
等
の
不
利
益

取
扱
（
採
用
、
昇
進
・
昇
格
、
解
雇
、
強
制
退
職
等
）
等
を
禁
止
し
、
当
該
違
反
を
な
し
た
場
合
に
再
麗
用
な
ど
衡
平
法
上
の
救
済
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
の
救
済
に
は
、
衡
平
法
上
の
救
済
（
２
巳
【
号
一
の
『
の
日
の
ｓ
の
、
）
の
ほ
か
に
、
法
定
救
済
（
一
の
忠
一

（
３
）
 

局
ョ
の
」
一
の
の
）
と
し
て
の
定
額
損
害
賠
償
が
、
「
悪
意
に
よ
る
違
反
（
君
二
一
｛
巨
一
く
一
○
｜
“
二
・
コ
）
」
の
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）
。

こ
の
「
悪
意
に
よ
る
」
こ
と
が
定
額
損
害
賠
償
を
認
容
す
る
要
件
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
点
が
後
述
す
る
一
九
一
一
一
八
年
公
正
労
働
基
準
法
（
［
｝
）
の
司
筥
『
Ｆ
：
。
『
の
国
二
目
『
こ
め
シ
・
［
ｏ
ｐ
ｇ
ｍ
・
旨
Ｃ
ｌ
且
旨
、
〔
ず
の
同
Ｃ
息
一
勺
ご
少
。
（

“
且
【
ず
、
勺
。
『
Ｓ
｜
‐
曰
。
‐
勺
。
『
［
山
一
缶
。
【
・
以
下
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ら
改
正
法
も
含
め
て
、
単
に
、
公
正
労
働
基
準
法
と
い
う
）
の
定
額
損

は
じ
め
に

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
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○
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な
お
、
定
額
損
害
賠
償
を
法
定
す
る
立
法
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
公
正
労
働
基
準
法
と
年
齢
差
別
禁
止
法
に
限
定
し
て
検

討
す
る
こ
と
と
す
る
。

点
か
ら
、
年
齢
挙

る
こ
と
と
す
る
。

害
賠
償
と
大
い
に
異
な
る
点
で
あ
り
、
年
齢
差
別
禁
止
法
と
同
じ
く
雇
用
差
別
の
撤
廃
を
目
的
と
す
る
一
九
六
四
年
市
民
的
権
利
に
関
す

（
４
）
 

る
法
律
第
七
篇
（
目
三
の
百
・
｛
Ｑ
ぐ
一
一
厘
ｍ
言
い
少
。
（
・
［
ご
段
・
口
：
日
の
己
の
」
・
’
九
六
四
年
制
定
。
こ
こ
で
は
、
’
九
七
二
年
な
ど
の
改
正

も
含
め
た
現
行
法
を
指
す
。
以
降
、
単
に
、
第
七
篇
と
い
う
）
に
は
、
か
か
る
定
額
損
害
賠
償
を
救
済
方
法
と
す
る
規
定
が
な
く
、
全
く

こ
の
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
損
害
賠
償
（
８
自
己
の
口
、
■
８
２
忌
日
の
、
の
い
）
や
懲
罰
的

損
害
賠
償
と
の
関
係
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
損

害
賠
償
と
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
年
齢
差
別
禁
止
法
が
何
故
定
額
損
害
賠
償
の
規
定
を
設
け
た
の
か
と
い
う

点
か
ら
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
法
目
的
を
知
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
最
近
の
判
例
を
手
掛
か
り
に
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
検
討
す

（
１
）
田
中
英
夫
箸
『
英
米
法
と
日
本
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
八
八
）
一
三
頁
以
下
。
な
お
、
こ
こ
で
、
一
国
昌
二
罠
の
」
を
「
定
額
」
と
し
た
の
は
、
以

下
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
損
害
賠
徽
額
が
一
定
の
未
払
賃
金
額
を
越
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
上
限
が
定
ま
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
の
意
味
で
懲
罰
的

損
害
賠
償
や
精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
の
よ
う
に
額
の
算
定
自
体
に
本
来
的
に
弾
力
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
「
定
額
」
と
し
た
。

（
２
）
『
庁
」
膚
の
Ｃ
一
⑱
。
『
一
ヨ
ヨ
菖
目
司
両
目
己
ｌ
Ｃ
望
冒
目
（
少
の
（
。
（
岳
⑤
『
・
鷺
‐
』
『
・
凸
：
百
ｍ
己
の
」
．
ｇ
ご
・
⑫
．
Ｃ
少
．
⑨
Ｂ
」
‐
農
．
お
よ
び
一
九
八
六
年
改
正
は
、
シ
顕
の

【
静
ｑ
】
冒
冒
四
［
】
目
冒
向
日
己
一
Ｃ
望
ョ
句
具
シ
ョ
の
コ
ュ
ョ
：
扇
。
｛
ご
ｍ
Ｐ
で
臣
ケ
・
Ｆ
ｚ
ｏ
，
９
－
，
局
・
吻
砲
（
・
）
．
】
ｇ
⑭
冨
一
・
患
台
・
］
②
②
句
ご
・
の
．
。
。
』
の
Ｄ
Ｃ
。
、
．
③
少
垈
・
Ｚ
、
二
三
⑫

（
菖
両
の
弓
】
畠
⑤
）
》
席
：
一
８
富
：
【
シ
・
弔
一
呈
句
『
・
国
弓
伊
○
皀
局
Ｚ
弓
白
、
〔
）
国
富
ヨ
シ
ロ
〔
三
Ｆ
」
皀
戸
で
『
：
三
】
○
コ
の
【
㎡
図
言
：
（
二
目
⑫
目
】
垣
麗
）
・
貰
巴
③
‐
ｇ
・
邦

語
文
献
に
、
石
橋
敏
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
法
」
学
会
誌
労
働
法
七
○
号
〈
一
九
八
七
）
一
二
八
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
松
林
和
夫
「
高

齢
者
の
雇
用
保
障
」
労
旬
一
二
四
五
号
二
九
九
○
）
四
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
暗
ロ
．
⑫
．
○
シ
・
厨
⑤
（
す
）
．
⑰
①
ｍ
・
戸
尚
①
三
・
三
．
」
」
阻
面
・
向
三
Ｕ
Ｐ
Ｃ
目
富
岡
ヱ
ヨ
ロ
届
〔
〉
宛
夛
昌
ｚ
シ
『
閂
ｏ
Ｚ
Ｆ
シ
ミ
．
、
己
１
両
１
．
（
伊
シ
勇
司
『
両
勾
の
Ｃ
Ｏ
‐
○
で
。
］
国
・
ｎ
ｏ
・

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

五
一
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（
５
）
 

年
齢
差
別
鉢
不
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
の
定
義
は
、
公
正
労
働
基
準
法
の
同
様
の
定
義
規
定
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
労
働
基
準
法

の
附
加
金
の
支
払
と
よ
く
似
た
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

公
正
労
働
基
準
法
で
は
、
使
用
者
が
最
低
賃
金
を
下
回
る
賃
金
を
支
払
い
、
ま
た
は
、
法
の
定
め
る
時
間
外
割
増
手
当
を
支
払
わ
な
か

っ
た
と
き
に
は
、
被
用
者
は
、
法
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
最
低
賃
金
あ
る
い
は
時
間
外
割
増
手
当
と
実
際
に
受
け
取
っ
た
額
と
の
差
額
（
以

下
、
「
賃
金
の
未
払
分
」
と
い
う
）
を
使
用
者
に
請
求
で
き
る
ほ
か
、
そ
の
差
額
と
同
額
の
定
額
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
、
と
定
め
て

（
６
）
 

い
る
。
こ
の
規
定
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
Ｉ
仁
同
様
、
実
際
に
生
じ
た
損
害
を
越
え
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
当
事
者
の
合
意
の
ほ
か
に

（
７
）
 

認
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
二
倍
賠
償
を
定
め
た
ｊ
も
の
と
変
わ
り
な
い
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
損
害
を
越
え
て
賠

二
定
額
損
害
賠
償
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
と
第
七
篇

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

五
二

』
畠
山
）
・
画
〔
筐
←
‐
』
②
］
：
一
三
旨
・
旬
１
⑩
」
目
目
：
」
（
肝
・
品
の
三
・
ｍ
一
二
・
戸
一
の
『
・
］
『
・
ろ
少
⑫
恩
シ
ｚ
□
冨
夛
目
同
国
し
Ｐ
⑫
○
三
国
周
Ｆ
シ
ミ
○
詞
向
富
国
ｏ
邑
冨
向
Ｚ
ヨ

ロ
扇
Ｃ
国
富
ｚ
シ
ヨ
〔
旨
い
。
」
園
．
（
【
。
ご
ｚ
ワ
シ
目
Ｑ
二
男
屈
筋
］
圏
『
）
》
。
（
『
田
ｌ
望
。

（
４
）
ｂ
ｐ
．
ｍ
．
ｏ
シ
・
留
Ｓ
ｃ
の
①
戸
、
２
。
な
お
、
Ｑ
く
】
一
閃
曾
爾
少
の
【
の
訳
に
は
、
従
来
、
公
民
権
法
を
当
て
て
い
た
。
多
く
の
邦
語
文
献
が
そ
う
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
が
、
適
訳
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
元
来
、
選
挙
権
な
ど
に
限
ら
な
い
よ
り
広
い
市
民
的
権
利
や
人
権
の
保
障
に

関
す
る
法
律
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
よ
り
内
容
に
適
し
た
訳
で
あ
る
「
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
」
と
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
訳
は
、
田
中
英
夫
箸

『
英
米
法
の
こ
と
ば
」
（
有
斐
閣
一
九
八
六
）
三
六
頁
以
下
に
、
依
拠
し
て
い
る
。

⑪
公
正
労
働
基
準
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
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償
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
懲
罰
的
性
格
を
有
す
る
と
い
え
る
。

以
上
よ
り
、
定
額
損
害
賠
償
の
性
格
は
、
確
か
に
懲
罰
的
側
面
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
と
比
較
し

て
、
よ
り
刑
事
的
色
彩
の
薄
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
定
額
損
害
賠
償
は
、
法
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
法
定
の

救
済
方
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
の
行
為
が
「
悪
性
の
高
い
（
。
こ
【
『
猪
の
。
こ
め
）
」
（
後
述
）

も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合
で
も
、
定
額
損
害
賠
償
の
救
済
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
実
効
性
が
、
刑
罰
と
は
別
に
民
事
訴
訟

（
８
）
 

を
通
じ
て
あ
る
い
は
不
法
行
為
法
上
の
懲
罰
的
損
害
賠
償
と
は
別
に
、
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
公
正

労
働
基
準
法
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
使
用
者
が
法
定
し
た
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る
こ
と
の
実
現
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
９
）
 

公
正
労
働
基
準
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
〈
ロ
衆
国
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
定
額
損
害
賠
悩
の
請
求
が
な
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
な

賃
金
の
未
払
分
が
存
す
る
と
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
必
ず
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、

’
九
四
七
年
に
公
正
労
働
基
準
法
の
改
正
（
勺
・
圖
一
‐
『
・
‐
で
。
『
ｓ
一
』
。
（
・
｛
Ｓ
ｓ
）
が
な
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
使
用
者
の
行
為
が
善
意
（
旨

、
。
。
」
｛
豊
〔
ず
）
で
か
つ
使
用
者
に
そ
の
行
為
を
同
法
に
反
し
な
い
と
信
ず
る
に
足
る
合
理
的
理
由
（
§
の
：
：
｜
の
四
・
目
」
の
｛
。
『
ず
の
一
一
の
ぐ
旨
、
）

〈
皿
）

が
あ
る
場
△
ロ
に
は
、
裁
判
所
の
裁
鼠
に
よ
り
定
額
損
害
賠
償
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、

先
の
合
衆
国
最
高
裁
判
例
の
立
場
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
有
利
な
改
正
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
『
巴
『
Ｆ
：
。
『
、
国
且
貰
旦
叩
鈩
。
〔
。
（
己
路
は
、
ｇ
ご
・
⑫
．
Ｃ
少
・
唾
ｇ
］
の
一
触
２
．

（
６
）
町
や
ご
・
ｍ
・
ａ
・
尹
・
⑫
巴
句
（
三
・

（
７
）
田
中
前
掲
注
（
１
）
書
二
八
頁
以
下
参
照
。
（
）
○
ヨ
ョ
：
厩
．
『
汀
⑫
冒
己
②
『
」
Ｃ
｛
Ｅ
ｐ
ｇ
：
［
ａ
Ｃ
ｍ
ョ
潟
⑥
⑩
ご
己
、
『
畳
の
」
荷
の
□
厨
の
１
日
旨
・
二
目
ご
属
己
己
－
．
百
］
⑱
三

少
。
〔
・
い
ぃ
両
目
。
『
竜
ｒ
］
。
、
』
②
（
］
拐
凹
）
．

（
８
）
田
中
前
掲
注
（
１
）
書
二
八
頁
以
下
。
特
に
、
’
○
六
頁
。

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

五
三
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ま
た
、
公
正
労
働
基
準
法
で
は
、
被
用
者
は
、
使
用
者
の
行
為
が
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
で
あ
る
場
合
に
は
三
年
前
ま
で
の
期
間
中
の

（
皿
）

賃
金
の
未
払
分
お
よ
び
定
額
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
一
年
一
別
ま
で
の
期
間
中
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
三
年
前
ま
で
の
賃
金
の
未
払
分
相
当
の
定
額
損
害
賠
償
を
請
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
原
告
被
用
者
は
、

（
脳
）

「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
を
証
明
し
な
け
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
公
正
労
働
基
準
法
で
は
、
刑
罰
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
「
悪
意
に
よ
る

違
反
」
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
「
悪
意
」
の
意
味
内
容
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
公
正
労
働
基
準
法
に
は

「
悪
意
」
の
意
味
に
関
す
る
定
義
が
定
め
ら
れ
て
い
な
く
、
専
ら
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

「
悪
意
」
の
解
放
に
関
し
て
、
｜
方
の
極
に
は
、
使
用
者
の
行
為
が
偶
然
に
（
：
ｏ
丘
の
ロ
画
一
）
あ
る
い
は
不
注
意
（
：
牙
の
『
〔
：
［
）
と
は

い
え
な
い
よ
う
な
場
合
す
べ
て
が
「
悪
意
」
の
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
他
方
の
極
に
は
、
使
用
者
の
行
為
に
被
用
者
の
法
益
を
侵
害
す

る
特
別
の
意
思
（
砦
の
・
爵
・
】
ゴ
（
の
貝
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
使
用
者
の
行
為
は
「
悪
意
」
の
行
為
と
い
い
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
多
く
は
そ
の
両
極
何
れ
で
も
な
い
。
い
わ
ば
、
そ
れ
ら
の
中
間
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
行
為
が

「
悪
意
の
行
為
」
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
に
前
述
の
「
特
別
の
意
思
」
が
必
要
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
行
為
が
被
用

（
⑬
）
 

者
の
法
益
に
対
す
る
意
識
的
な
軽
視
（
四
８
．
ｍ
：
巨
切
」
厨
吊
、
囚
ａ
）
あ
る
い
は
意
図
的
な
行
為
の
証
拠
以
上
の
何
か
で
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
使
用
者
は
制
定
法
上
の
義
務
を
自
ら
の
慌
怠
の
み
を
理
由
に
減
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
本
法
が
重
要

￣、’－，

１０９ 
，－〆－戸

(2) 

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

。
ご
①
【
巳
、
冒
弓
『
四
局
▽
。
『
臼
（
】
○
三
（
）
○
・
く
・
冨
冴
、
の
一
・
９
ｍ
．
Ｏ
一
・
局
届
。
】
⑭
巴
１
ｍ
②
（
】
垣
ｂ
）
・

凹
む
ご
・
い
、
．
シ
・
ゆ
ぃ
⑤
Ｐ

公
正
労
働
基
準
法
上
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」

五
四
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禁
止
法
上
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反

（
Ⅱ
）
ｇ
ご
・
⑫
．
。
シ
・
亜
思
、
（
②
）
・

（
、
）
暗
ロ
．
⑰
。
○
・
少
・
中
田
⑦
（
四
）
・

（
旧
）
ｚ
：
・
す
○
一
一
９
．
く
．
ご
目
の
」

（
Ｍ
）
三
目
牙
シ
・
で
一
皇
の
『
・
ゅ
：
『
、
。

と
は
い
え
、
実
際
は
、
か
か
る
基
準
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
公
正
労
働
基
準
法
違
反
は
最
低
賃
金
を
下
回
る
と
い
っ
た
客
観
的
事
実

に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
法
違
反
の
客
観
的
事
実
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
同
時
に
「
重
要
で
あ
る
」
と
の
認
識
を
欠
く
意
識
的

な
軽
視
と
見
倣
さ
れ
や
す
く
、
結
局
は
、
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
三
年
間
の
賃
金
の
未
払
分
や
定
額
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
容
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
公
正
労
働
基
準
法
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
場
合
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
そ
の
請
求
が
比
較
的
容
易
に
容
認
さ

〈
肥
）

れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
別
述
の
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
減
額
の
条
件
で
あ
る
使
用
者
の
善
意
や
合
理
的
理
由
に
よ
る
行
為
と
は
い
か
な
る
も

の
を
指
す
の
か
の
問
題
が
、
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
意
味
内
容
を
事
実
上
確
定
す
る
も
の
と
し
て
、
議
論
の
中
心
と
な
り
、
年
齢
差
別

禁
止
法
上
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
判
断
基
準
と
重
ね
あ
わ
さ
っ
て
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
（
後
述
）
。

（
Ｍ
）
 

そ
れ
が
「
悪
意
の
行
為
」
‐
と
な
る
と
す
る
。

、
、
、
、
、
、
勺

で
あ
る
（
一
コ
（
す
の
で
一
・
Ｅ
『
の
）
と
の
認
識
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
特
定
の
行
為
が
結
局
は
、
違
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
場
合
に
は
、

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
主
に
不
法
行
為
法
の
領
域
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
損
害
賠
償
の
考
え
方
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

定
額
損
害
賠
倣
の
検
討
（
藤
本
）

五
五

（
、
）
暗
ロ
．
⑰
。
○
・
少
・
中
田
⑦
（
四
）
・

（
旧
）
ｚ
四
ケ
◎
す
○
一
一
〔
〉
○
・
く
．
ご
昌
戸
の
」
⑰
国
扁
い
・
】
の
。
『
・
砲
ユ
ニ
ゴ
⑫
（
］
○
戸
ラ
、
弓
・
巳
、
】
）
・

（
Ｍ
）
三
目
牙
シ
・
で
一
皇
の
『
・
２
つ
『
、
。
。
【
の
帥
・
ロ
【
】
胃
Ｉ
⑫
野
〔
〉
○
一
の
ョ
色
。
ご
・
］
】
『
辱
］
巨
己
の
『
色
『
冒
醜
・
】
宮
Ｐ
・
《
団
司
・
民
巨
⑭
⑤
』
Ｅ
］

イ
ー

⑫
。
。
［
・
蛸
⑪
い
（
〕
②
『
い
）
》
、
両
〔
エ
リ
ご
・
〔
）
⑰
ョ
胃
四
一
六
画
。
閏
⑩
シ
ョ
の
」
－
３
｜
、
の
。
〔
の
『
・
『
Ｃ
、
『
・
函
ユ
局
『
◎
（
一
．
【
テ
ロ
『
・
】
⑫
⑫
四
）
・

（
焔
）
富
里
唖
寺
色
一
一
こ
・
ｃ
三
○
二
℃
目
葛
の
ｇ
ｏ
［
。
【
『
【
の
】
ぬ
三
〔
〉
○
・
・
①
ｍ
Ｃ
『
・
”
」
Ｓ
歯
⑨
（
垣
［
ゴ
ロ
『
・
』
臣
】
）
．

(3) 

懲
罰
的
損
害
賠
償
と
「
悪
性
の
高
い
行
為
」

（
ｍ
【
ず
Ｃ
一
『
・
－
℃
『
］
）
・
ｎ
ｍ
１
・
色
巾
昌
の
二
・
℃
』
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法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

五
六

わ
が
国
で
は
、
損
害
賠
償
と
は
損
空
ロ
填
補
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
基
本
的
に
堅
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
金
銭
損
害
賠
償
制
度
を
法
実
現
の
一
方
法
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
金
銭
損
害
賠
償
に
、
被
害
者
の
蒙
っ
た
損
害

の
填
補
と
は
別
に
、
違
法
行
為
を
制
裁
す
る
あ
る
い
は
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
機
能
の
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
懲
罰
的
損
害
賠
償

は
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
加
害
者
の
行
為
が
「
悪
性
の
高
い
行
為
（
・
具
『
画
鴇
・
口
：
。
邑
冒
、
（
）
」
で
あ
る
場
合
に
、
当
該
加
害
者
を
懲
罰

す
る
た
め
に
一
定
の
賠
償
を
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
は
、
刑
事
的
色
彩
を
色
濃
く
持
っ
た
損
害
賠
償
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
と
は
、
一
般
的
に
は
、
「
内
心
に
あ
る
悪
意
に
満
ち
た
動
機
（
の
ぐ
一
一
日
Ｃ
旨
の
）

（
焔
）

を
も
っ
た
、
あ
る
い
は
、
他
者
の
権
利
に
対
し
て
全
く
無
視
（
『
の
。
【
一
の
い
い
ヨ
ュ
ー
｛
｛
の
『
９
，
，
８
ｓ
の
１
，
旨
、
。
〔
・
［
す
の
『
、
）
し
て
か
か
る
行
為
」

（
叩
）

で
あ
る
と
い
わ
れ
、
最
近
で
は
、
「
害
意
を
も
っ
た
（
冒
囚
｜
】
。
】
・
ロ
⑫
）
行
為
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
行
為
者
の
内
心
の

意
思
を
問
題
と
す
る
よ
う
な
極
め
て
主
観
的
な
意
図
を
持
っ
た
行
為
を
意
味
し
、
そ
の
意
思
の
反
価
値
性
を
問
責
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
損
害
額
の
算
定
に
お
い
て
も
、
加
害
者
側
の
か
か
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
の
動
機
と
い
っ
た
主
観
的
事
情
の
み
な
ら
ず

（
旧
）

財
産
状
態
も
考
慮
し
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
か
。
ｂ
も
、
被
害
者
側
の
損
害
填
補
と
い
う
性

格
が
極
め
て
薄
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
）
再
冊
国
訂
目
の
具
（
静
８
且
）
。
。
。
『
扇
留
房
（
函
〉
（
己
。
）
一
シ
§
冨
弓
・
田
・
口
１
．
富
。
一
・
局
ｇ
・
・
『
］
『
『
・
臣
爵
・
閨
‐
酋
（
②
ａ
ｇ
・
］
爵
）
・

〈
灯
〉
凶
息
目
：
】
愚
く
・
曰
の
一
の
｛
一
命
×
・
閂
口
の
。
．
『
⑪
『
句
・
邑
匡
Ｂ
『
崖
』
⑬
‐
］
』
（
単
ａ
Ｑ
【
・
】
垣
爵
）
・

（
昭
）
田
中
前
掲
注
（
１
）
轡
一
○
六
頁
。
な
お
、
田
中
英
夫
箸
『
英
米
法
総
論
下
』
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
○
）
五
四
五
’
四
八
頁
参
照
。
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第
七
篇
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
と
同
じ
く
雇
用
差
別
の
撤
廃
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
そ
の
立
法
過
程
に
お

い
て
、
第
七
篇
と
の
関
係
が
深
く
差
別
形
態
の
類
型
、
差
別
成
否
の
基
準
な
ど
に
つ
い
て
第
七
篇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
、

（
ね
）

差
別
形
態
の
類
型
の
中
に
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
（
」
曾
囚
『
“
戸
の
〔
『
の
四
［
目
の
貝
８
ｍ
の
、
）
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
に
、
個
人
に

対
す
る
差
別
的
取
扱
に
着
眼
し
た
類
型
で
あ
る
が
、
人
事
等
の
制
度
導
入
の
際
に
も
用
い
ら
れ
る
。
か
か
る
類
型
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

使
用
者
の
行
為
の
意
図
を
問
題
と
し
、
使
用
者
に
そ
の
貿
任
を
問
う
根
拠
を
使
用
者
の
差
別
的
意
図
（
ご
〔
目
（
）
に
求
め
る
点
で
あ
る
。

差
別
的
意
図
は
条
文
上
、
「
ず
⑯
。
：
、
の
。
｛
」
の
解
釈
と
し
て
判
例
の
展
開
過
程
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
第
七
篇
で
は
、
使
用
者
の

差
別
的
取
扱
の
行
為
が
「
偶
然
（
四
月
昼
の
貝
）
あ
る
い
は
不
注
意
（
８
局
一
Ⅸ
ｍ
）
」
と
は
い
え
な
い
程
度
の
意
図
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
い

う
る
よ
う
な
場
合
、
か
か
る
使
用
者
の
行
為
に
差
別
的
意
図
の
存
在
を
認
め
、
使
用
者
の
個
人
的
な
「
違
反
で
は
な
い
と
の
確
信
」
で
は

〈
釦
）

抗
弁
と
な
ら
な
い
と
考
・
え
ら
れ
て
い
る
。
年
齢
差
別
禁
止
法
の
差
別
的
意
図
の
意
味
内
容
も
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
、
）
意
図
的
（
冒
圓
〔
）
差
別
を
問
う
。
畠
・
意
の
こ
・
凶
ヨ
ョ
の
『
．
、
富
『
一
筋
シ
・
印
匡
一
一
：
：
且
国
・
冨
己
『
・
国
・
旨
『
」
の
．
、
シ
、
両
、
シ
旨
）
ニ
ン
『
目
］
シ
届
。
Ｚ

両
三
宅
５
冒
局
Ｚ
『
白
円
丙
冒
皀
シ
ゴ
○
Ｚ
（
昌
一
Ｐ
国
司
・
葛
。
印
、
。
』
②
馬
・
尋
一
（
亘
浸
吊
巨
弓
一
§
：
（
）
・
な
ど
参
照
。

（
、
）
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
雇
用
上
の
平
等
二
）
」
法
学
志
林
第
八
五
巻
第
一
号
（
一
九
八
七
）
一
○
○
頁
以
下
。

(4) 

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

第
七
篇
の
差
別
的
意
図

五
七
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年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
の
定
義
は
、
公
正
労
働
基
準
法
上
の
そ
れ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
年
齢
差
別
禁
止
法

上
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
強
制
退
職
や
解
雇
さ
れ
た
こ
と
が
年
齢
差
別
で
あ
り
違
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
違
法
と
認
定
さ
れ
た
時
点

で
の
賃
金
の
バ
ッ
ク
・
ペ
イ
と
同
額
を
賠
償
額
と
す
る
。
公
正
労
働
基
準
法
の
定
額
損
害
賠
償
が
「
賃
金
の
未
払
分
」
の
有
無
を
問
題
と

す
る
客
観
的
事
実
の
存
否
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
差
別
の
成
否
自
体
が
使
用
者
の
意
思
的
行
為
の
評

価
な
ど
法
的
価
値
判
断
に
左
右
さ
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
事
柄
を
取
り
扱
う
法
領
域
で
あ
り
、
同
一
に
は
考
え
ら
れ
な
い
側
面
を
有
し

て
い
る
。
か
か
る
法
領
域
か
ら
す
れ
ば
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
第
七
篇
の
ほ
う
に
よ
り
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
公
正
労
働
基
準
法
の
定
額
損
害
賠
償
に
は
、
使
用
者
の
行
為
態
様
を
評
価
し
て
、
使
用
者
の
行
為
が
「
善
意
で
か
つ
使
用
者
に

そ
の
行
為
を
同
法
に
反
し
な
い
と
信
ず
る
に
足
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
」
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
全
額
ま
た
は
一
部
を
減
額
で

き
る
と
す
る
規
定
が
あ
る
（
前
述
）
。
こ
の
要
件
の
意
味
内
容
が
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
を
認
容
す
る
要
件
で
あ
る
「
悪

意
に
よ
る
違
反
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
意
味
内
容
と
い
う
点
で
は
公
正
労
働
基
準
法
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る

見
解
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
点
か
ら
、
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
公
正
労
働
基
準
法
の
前
記
要
件
が
年
齢
差
別
禁
止
法
に
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
適
用
さ
れ
る
と
の
明
文
規
定
が
な
く
、

三
年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
(1) 

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

定
額
損
害
賠
償
の
法
定

五
八
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す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

適
用
の
可
否
自
体
が
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
公
正
労
働
基
準
法
改
正
時
に
前
記
要
件
を
年
齢
差
別
禁
止
法
に
適
用

す
る
よ
う
敢
え
て
規
定
し
な
か
っ
た
こ
と
あ
る
い
は
年
齢
差
別
禁
止
法
改
正
時
に
も
公
正
労
働
基
準
法
の
同
規
定
の
適
用
を
敢
え
て
規
定

（
皿
）

し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
逆
に
、
そ
の
適
用
を
消
極
的
に
解
す
る
論
拠
に
さ
・
え
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
の
規
定
に
は
、
使
用
者
の
行
為
が
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
で
あ
る
場
合
に

限
ら
れ
る
と
の
要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
公
正
労
働
基
準
法
の
「
善
意
で
か
つ
使
用
者
に
そ
の
行
為
を
同
法
に
反
し
な
い

と
信
ず
る
に
足
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
」
が
、
事
実
上
、
公
正
労
働
基
準
法
の
三
年
前
ま
で
の
賃
金
の
未
払
分
や
定
額
損
害
賠

償
の
認
容
の
要
件
で
あ
る
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
と
同
じ
意
味
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
一
一
一
年
前
ま
で
の
賃
金
の
未
払

分
や
定
額
損
害
賠
償
に
関
わ
っ
て
の
議
論
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
徽
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
悪

意
に
よ
る
違
反
」
と
同
じ
意
味
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
で
も
な
け
れ
ば
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
年
齢

差
別
禁
止
法
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
で
あ
る
か
否
か
の
基
準
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
趣
旨
に
則
っ
て
独
自
に
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と

年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
使
用
者
の
行
為
が
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
で
あ
る
場
合
に
認
容
さ
れ
る
。
こ
の
「
悪
意
に

定
額
損
害
賠
倣
の
検
討
（
藤
本
）

五
九

（
皿
）
旨
：
【
少
・
勺
一
ど
の
『
。
、
こ
つ
『
色
弓
○
厨
Ｐ
臼
い
、
犀
『
『
厨
一
】
四
少
・
『
ず
の
｜
①
コ
マ
Ｅ
Ｃ
昌
」
②
（
⑦
」
Ｃ
凹
冒
四
ｍ
①
験
包
。
」
⑭
盲
目
〔
の
⑩
。
｛
回
曰
冒
二
．
扇
ご
回
已
の
『
二
ｍ
ｇ
三
一
一
一
『
巨
一
ご
叩
冨
且
‐

け
！

“
ａ
。
（
【
二
の
句
皇
『
Ｐ
②
す
。
『
⑪
〔
：
：
『
ユ
の
少
の
（
：
ニ
ニ
】
の
シ
、
の
ロ
ー
い
、
『
】
日
ご
目
。
ご
旨
ロ
ョ
ロ
ー
Ｃ
巨
冒
：
ニ
レ
・
｛
喜
隈
言
、
の
ゴ
ヶ
ロ
『
曰
Ｆ
・
』
．
ｍ
一
旬
》
、
沼
’
四
】
（
］
場
⑨
）
可
、
訂
二
⑰
串

少
．
②
臣
一
一
】
『
色
百
一
冨
一
、
守
國
、
一
］
・
凶
目
目
の
『
■
コ
ユ
丙
］
９
画
『
ユ
可
・
宛
局
夛
四
己
切
・
田
向
Ｃ
両
”
シ
Ｆ
ｍ
ヨ
ン
ヨ
ロ
弓
。
宛
ペ
ト
シ
ニ
『
。
『
同
三
℃
Ｐ
。
ご
言
向
Ｚ
Ｂ
Ｃ
扇
〔
〉
冗
閂
言
【
Ｚ
少
司
Ｈ
ｏ
Ｚ

（
国
。
■
、
｝
⑭
‐
冨
同
肉
田
自
Ｆ
Ｆ
（
×
）
・
］
や
、
。
）
》
罠
『
『
①
１
ｍ
。
。

②
年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
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法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

六
○

よ
る
」
こ
と
が
定
額
損
害
賠
償
を
認
容
す
る
要
件
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
差
別
禁
止
法

は
、
第
七
篇
と
は
、
雇
用
差
別
の
撤
廃
を
目
的
と
す
る
点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
額
損
害
賠
償
を
救
済
方
法
に
し
て
い
る
か

の
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
差
別
形
態
の
類
型
や
差
別
成
否
の
基
準
な
ど
に
つ
い
て
は
第
七
篇
と
同

様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
差
別
形
態
の
一
類
型
た
る
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
に
お
い
て
、
差

別
成
否
の
要
件
た
る
「
差
別
的
意
図
（
ご
［
目
（
）
」
が
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
成
否
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
基
準
も
、
使
用

者
の
差
別
的
取
扱
の
行
為
が
偶
然
（
“
・
・
己
の
貝
）
と
は
い
え
な
い
程
度
の
意
図
的
な
行
為
で
あ
る
場
合
、
使
用
者
の
当
該
行
為
に
差
別
的

意
図
が
あ
る
と
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
定
額
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
た
る
「
悪
意
に
よ
る
（
三
言
巨
一
）
」
と
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
差

別
的
意
図
（
ご
［
の
貝
）
」
と
は
同
じ
意
味
内
容
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
、
事
実
、
議
論
さ
れ
て
き
た
。
現
在
は
、
弓
『
自
切
ョ
『
・
『
－
１

（
配
）

皆
『
一
旨
の
ｍ
・
目
ｎ
．
く
・
曰
冒
【
い
［
。
ご
事
件
合
衆
国
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
、
別
の
内
容
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
妥
当
な

見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
成
立
要
件
が
定
額
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
と
同
じ
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
で
は
、
差
別
成
立
Ⅱ
定
額
損
害
賠
償
認
容
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
悪
意
に
よ
る
」
と
の
要
件
を
課

し
た
こ
と
の
意
義
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
義
と
は
、
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
定
額
損
害
賠
償
に
与
え
ら
れ
た
機
能
Ⅱ
制
裁
的
機
能
の
独
自
性
で
あ
る
。
年
齢
差
別
禁

止
法
で
は
、
同
法
違
反
が
成
立
す
れ
ば
、
第
七
篇
と
同
様
、
衡
平
法
上
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法

は
、
第
七
篇
の
救
済
方
法
に
加
え
て
、
第
七
篇
と
は
別
に
、
定
額
損
害
賠
償
を
、
法
定
救
済
と
し
て
設
け
て
い
る
。
第
七
篇
と
異
な
る
救

済
方
法
を
設
け
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
定
額
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
た
る
「
悪
意
に
よ
る
（
三
一
一
一
昏
一
）
」
と
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
で
の
差
別
成
立
要
件
た
る
「
差

別
的
意
図
（
旨
【
の
日
）
」
と
は
内
容
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
公
正
労
働
基
準
法
上
の
救

済
に
関
し
て
、
既
に
述
べ
た
三
年
前
ま
で
の
定
額
損
害
賠
償
等
が
認
容
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
意
味
内
容
に
関
す

る
見
解
に
、
「
偶
然
に
あ
る
い
は
不
注
意
」
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
使
用
者
の
行
為
が
「
悪
意
に
よ
る
」
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
「
悪
意
に
よ
る
」
の
意
味
内
容
を
最
も
緩
や
か
に
解
す
る
見
解
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
の

「
差
別
的
意
図
」
の
意
味
内
容
と
同
じ
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
前
述
の
「
差
別
的
意
図
」
の
意
味
内
容
と
は

異
な
る
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
、
年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
た
る
「
悪
意
に
よ
る
」
の
意
味
内
容
は
、
「
偶
然

に
あ
る
い
は
不
注
意
」
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合
と
い
っ
た
、
最
も
緩
や
か
な
基
準
に
は
、
依
拠
し
え
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
「
悪
意
に
よ
る
」
の
具
体
的
意
味
内
容
が
暖
昧
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
下
級
審
の
段
階
で
は
、
公
正
労
働
基
準

（
電
）

法
の
場
合
と
同
様
の
見
解
が
一
示
さ
れ
る
な
ど
、
定
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ず
つ
。

（
型
）
房
。
ｍ
の
．
、
［
・
①
屋
（
巳
、
、
）
・

（
率
）
ｎ
．
日
日
の
三
：
：
『
：
・
后
。
勺
一
…
『
・
…
〔
：
・
扇
い
“
〔
駅
『
‐
圏
・
シ
ー
ケ
⑮
『
畠
界
ロ
三
両
の
日
・
」
一
冊
ロ
ー
；
（
訂
持
・
口
思
ユ
ョ
旨
。
二
・
国
ヨ
ロ
ョ
ロ
ー
・
旨
①
。
（

少
。
（
『
画
Ｆ
“
ず
．
Ｆ
色
三
・
§
・
賭
ヨ
ー
葛
（
】
畠
①
）
》
】
出
“
ａ
旨
ご
国
『
一
．
ご
卜
の
恩
一
目
：
旨
冒
す
｜
③
閃
③
ョ
且
一
隅
ご
目
⑯
『
（
ず
の
盾
⑥
ロ
鰯
・
『
】
ヨ
ー
目
二
・
己
鳥
目
℃
一
・
首
目
（

シ
２
Ｌ
切
巨
」
・
Ｐ
・
幻
の
く
・
患
ｍ
・
旨
。
（
」
場
①
）
．

（
割
）

弓
『
自
切
三
○
Ｈ
一
旦
シ
一
『
一
一
口
の
⑫
旨
Ｏ
・
ぐ
・
目
ず
員
：
口
事
件
合
衆
国
最
高
裁
判
決
（
以
下
、
『
ゴ
ロ
『
の
【
・
ロ
判
決
と
い
う
）
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

一
ハ
一

③
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
基
準
ｌ
「
百
…
；
ず
…
…
医
…
」
…
匙
」
基
準
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法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

一
ハー

ー

額
損
害
賠
彼
成
立
要
件
た
る
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
。

①
事
実
の
概
要
被
告
航
空
会
社
は
、
当
社
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
、
年
齢
六
○
歳
を
も
っ
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
職
務
を
遂
行
す
る
に
は
不
適

格
で
あ
る
と
み
な
し
降
格
あ
る
い
は
退
職
さ
せ
る
制
度
を
導
入
し
た
。
そ
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
、
原
告
『
旨
『
鷺
・
コ
ら
は
、
強
制
退
職

さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
日
冒
『
⑫
［
・
宮
ら
は
、
当
該
退
職
制
度
の
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
是
非
を
争
い
、
提
訴
し
た
。
当
該
制
度
は
、

会
社
と
労
働
組
合
と
の
協
議
の
結
果
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
手
続
を
通
じ
て
六
○
歳
ま
で
に
フ
ラ
イ
ト
ェ
ン
ジ
ー
ー
ァ
の
地
位

を
得
た
う
え
で
か
つ
当
該
フ
ラ
イ
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
職
に
空
席
が
あ
る
場
合
の
み
コ
ッ
ク
ピ
ッ
ト
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
修
正
さ

れ
て
、
実
施
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
は
、
当
該
年
齢
が
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
免
賀
事
由
で
あ
る
す
。
：
｛
こ
の
月
目
園
二
・
コ
“
一

。
：
一
一
｛
－
８
［
一
○
コ
（
真
正
な
職
業
上
の
資
格
）
や
守
。
。
“
臣
の
開
。
】
・
『
一
ミ
ご
“
［
の
日
（
真
正
な
先
任
権
制
度
）
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
合
衆
国
最

高
裁
は
、
本
件
退
職
制
度
が
年
齢
差
別
禁
止
法
に
違
反
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。

②
判
旨
（
以
下
で
は
、
定
額
損
害
賠
侭
に
関
す
る
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
）
年
齢
差
別
禁
止
法
の
立
法
史
は
、
合
衆

国
議
会
が
定
額
損
害
賠
償
の
性
質
を
基
本
的
に
懲
罰
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の

行
為
が
完
全
に
善
意
で
（
ご
ｍ
８
」
｛
巴
昏
）
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
定
額
損
害
賠
値
が
認
容
さ
れ
る
と
い
う
よ

う
に
解
す
る
こ
と
は
、
合
衆
国
議
会
の
意
思
と
は
、
調
和
し
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
使
用
者
が
当
該
行
為
に
つ
き
、
そ
れ
が
年
齢
差
別
禁

止
法
の
禁
ず
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
「
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
（
【
。
：
。
『
い
ず
○
三
の
」
『
円
六
一
の
脇

１
－
：
恩
ａ
）
」
場
合
に
は
、
「
悪
意
に
よ
る
」
行
為
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

結
局
、
本
件
事
案
で
は
、
当
該
制
度
の
確
立
に
際
し
使
用
者
が
労
働
組
合
と
協
議
し
協
約
を
締
結
し
当
初
提
案
し
た
制
度
に
修
正
を
加

え
た
事
実
よ
り
、
使
用
者
は
、
当
該
制
度
が
年
齢
差
別
禁
止
法
の
禁
ず
ろ
と
こ
ろ
で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
、
合
理
的
か
つ
誠
実
に
行
動
し
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弓
冒
「
い
ｓ
ご
判
決
以
降
、
下
級
審
は
、
定
額
損
害
賠
償
認
容
の
要
件
た
る
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
判
断
基
準
に
、
こ
の
「
百
①
三
。
『

（
”
）
 

、
毒
○
三
ａ
『
円
【
｜
の
、
、
旦
冒
凋
四
ａ
」
基
準
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
基
準
に
対
し
て
、
疑
問
を
提
起
し
た
の
は
、
次
の
、
同
の
望
の
旬
判
決

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

一ハーニ

た
（
“
・
〔
且
§
ｍ
・
口
：
一
望
：
」
曰
、
。
。
」
（
凹
喜
）
と
認
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
の
な
し
た
行
為
は
、
「
悪
意
に
よ
る
」
行
為
に

該
当
せ
ず
、
定
額
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。

③
検
討
弓
冒
『
の
８
口
判
決
は
、
定
額
損
害
賠
償
の
懲
罰
的
性
格
（
で
目
葺
く
の
ご
目
自
の
）
を
認
め
た
結
果
、
前
述
し
た
よ
う
に
年
齢

差
別
禁
止
法
の
衡
平
法
上
の
救
済
と
は
、
一
線
を
画
し
た
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
使
用
者
は
適
用
対
象
労
働
者
に
対
し
年
齢
差
別
禁
止
法

の
保
護
が
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
単
に
使
用
者
が
同
法
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
自
身
の
解
釈
と
し
て
、
従
来
の
下
級
審
判
決
と
は
異
な
る
独
自

の
基
準
、
す
な
わ
ち
、
前
記
「
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
（
戸
口
の
三
○
『
の
声
Ｃ
薯
の
」
『
の
鼻
一
ｍ
の
の
」
一
ｍ
【
の
‐

（
電
）

、
図
ａ
）
」
の
判
断
基
準
を
提
一
不
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
弓
盲
『
、
〔
・
ロ
判
決
は
、
当
該
制
度
の
確
立
に
際
し
、
年
齢
差
別
と
な
ら
な
い
よ
う
に
「
合
理
的
か
つ
誠
実
に

行
動
し
た
」
と
の
積
極
的
な
行
動
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
弓
冒
『
輿
：
判
決
は
、
使
用
者
の
「
悪
意
に
よ
る
」
行
為
と
い
い

う
る
か
否
か
の
判
断
基
準
を
、
使
用
者
が
年
齢
差
別
禁
止
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
年
齢
差
別
の
誇
り
を

う
け
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置
を
し
た
か
ど
う
か
に
、
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
百
の
三
・
『
②
ヶ
・
乏
巴
局
・
弄
一
の
閉

」
一
ｍ
『
の
彊
己
」
基
準
は
、
使
用
者
の
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
自
覚
し
た
（
８
口
園
・
口
の
）
対
応
が
あ
っ
た
か
否
か
を
蟇
轌
と

す
る
の
で
あ
り
、
定
額
損
害
賠
償
は
、
か
か
る
使
用
者
の
自
覚
し
た
対
応
が
な
か
っ
た
こ
と
の
責
任
を
問
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
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（
羽
）

Ｏ
【
の
垣
の
回
己
の
［
『
ど
の
『
ぐ
・
少
宛
Ｄ
ｏ
ｇ
の
口
〕
－
８
－
ｎ
ｏ
・
事
件
第
一
一
一
巡
回
区
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
判
決
（
以
下
、
［
写
：
『
判
決
と
い
う
）
は
、
前

述
の
『
盲
『
：
ご
判
決
が
示
し
た
「
百
：
『
・
『
⑪
汀
・
夢
『
の
』
【
、
。
【
一
囲
い
昌
関
の
、
四
ａ
」
基
準
に
疑
問
を
提
起
し
、
新
た
な
基
準
を
示
し
た
。

①
事
実
の
概
要
の
【
国
斎
『
は
、
本
件
退
職
時
、
会
社
工
場
の
財
務
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
秘
書
で
あ
っ
た
。
ロ
ｑ
の
【
は
、
退
職
時
、
同
部
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
オ
ペ
レ
ー
タ
で
あ
っ
た
。
会
社
は
、
同
工
場
内
部
門
整
理
に
よ
り
人
員
削
減
す
る
こ
と
と
し
、
原
告
ら
に
対
し
、
五
五

歳
以
上
の
被
用
者
に
適
用
さ
れ
る
特
別
早
期
退
職
制
度
を
利
用
し
て
退
職
す
る
よ
う
申
し
出
た
。
原
告
ら
は
、
一
旦
は
こ
れ
を
拒
否
し
た

が
、
結
局
は
退
職
さ
せ
ら
れ
た
。
原
告
ら
は
、
強
制
退
職
で
あ
る
と
し
て
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
を
主
張
し
て
提
訴
し
た
。
会
社
は
、
原

告
ら
の
退
職
が
年
齢
以
外
の
正
当
な
理
由
に
基
づ
く
と
主
張
し
た
。
特
に
、
本
件
退
職
が
工
場
規
模
の
剰
員
整
理
の
一
環
で
あ
る
こ
と
、

原
告
ら
の
職
務
遂
行
能
力
の
劣
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

が
初
め
て
で
あ
る
。

（
酪
）
Ｄ
Ｃ
目
日
：
扇
・
目
で
『
四
己
。
〔
⑪
い
・
色
｛
巴
司
・

（
幻
）
当
該
基
準
の
適
用
に
肯
定
的
な
判
決
に
、
た
と
え
ば
、
Ｑ
一
・
ゴ
ュ
⑫
《
弓
・
］
》
ョ
の
一
⑯
【
ゴ
◎
。
“
『
ヨ
ロ
・
『
〔
“
・
言
、
．
と
９
両
・
Ｅ
Ｅ
ｇ
・
】
Ｅ
ｍ
ｌ
念
〈
垣
（
ず
。
『
。
ご
患
）
引

田
◎
一
二
ｍ
一
一
『
・
丙
。
、
弄
尹
『
①
｜
自
己
（
の
『
曰
四
二
．
ロ
四
一
Ｄ
Ｃ
『
匂
．
。
『
麗
句
・
巴
日
Ｐ
圏
の
（
切
二
】
Ｑ
『
・
］
場
③
）
午
垣
：
四
四
『
こ
こ
・
祠
８
巴
‐
〔
〉
Ｃ
一
四
一
口
。
言
一
言
函
〔
〉
○
・
・
ｍ
３
同
，
山
」
』
』
ｓ
・
］
ｓ
□

（
⑰
二
。
「
。
ご
ｇ
）
が
あ
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
、
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
す
る
形
で
当
該
基
準
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
合
衆

国
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
ｐ
温
〔
Ｃ
曰
く
・
勺
一
言
弓
穿
２
〔
只
研
・
旨
・
；
圏
］
『
・
星
】
眉
〕
（
ゴ
テ
ロ
『
・
］
葛
『
）
．
、
：
・
ぬ
『
“
三
の
」
・
巳
⑪

⑩
．
ｎ
戸
．
］
⑤
や
。
（
】
③
⑭
巴
．

（
型
）
Ｓ
ｍ
印
。
ｎ
戸
，
臼
哩
〈
巳
思

（
露
）
以
上
、
国
・
昌
呂
←
‐
恩
．

(4) 

「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
の
基
準
ｌ
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準

〈胃②歯中〉。

六
四
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（
麹
〉

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
西
部
地
区
〈
ロ
衆
国
地
方
裁
判
所
陪
審
は
、
原
告
勝
訴
の
評
決
を
下
し
、
パ
ッ
ク
ペ
イ
を
各
々
決
定
し
、
さ
ら

に
、
Ｃ
『
ｑ
円
に
関
し
て
は
、
定
額
損
害
賠
償
も
認
容
し
た
（
の
言
ど
の
『
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
）
。

会
社
は
、
口
の
邑
曾
の
定
額
損
害
賠
償
に
関
し
て
、
法
定
の
「
乱
一
一
（
こ
｝
（
悪
意
に
よ
る
）
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
、
と
主
張
す
る

な
ど
し
て
、
控
訴
し
た
。
第
三
巡
回
区
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
に
違
反
し
た
と
判
断
し
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ァ
西

部
地
区
合
衆
国
地
裁
の
陪
審
評
決
を
支
持
し
て
い
る
。

②
判
旨
（
以
下
で
は
、
定
額
損
害
賠
償
に
関
す
る
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
る
）
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
に
関
す
る
使
用
者
の
行
為
に

は
、
弓
与
目
の
〔
。
ご
事
件
の
よ
う
な
制
度
（
己
。
｝
ご
）
の
確
立
の
場
合
と
解
雇
や
降
格
の
よ
う
な
被
用
者
個
人
に
向
け
ら
れ
た
個
別
的
取
扱
の

場
合
と
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
。
「
す
：
。
『
い
ず
；
の
」
『
の
。
【
｜
の
⑫
ぃ
１
－
：
、
画
『
」
」
基
準
は
前
者
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
後
者
に

は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
知
っ
て
い
た
（
す
の
三
）
」
と
い
う
基
準
で
は
、
使
用
者
は
一
般
に
年
齢
差
別
禁
止
法
の
存
在
を
被
用

者
に
告
知
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
同
法
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
あ
る
い
は
同
法
の
適
用
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
等

を
証
明
す
る
こ
と
は
実
質
上
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
「
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
（
、
房
：
『
の
」
『
の
、
戸
一
の
い
い
島
、
『
の
、
座
ａ
）
」
の
基
準
に
つ
い
て
も
、

「
悪
意
に
よ
る
行
為
（
量
一
一
一
｛
Ｐ
－
８
ｐ
：
。
（
）
」
か
否
か
の
判
断
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
認
定
後
に
な
さ
れ
る
か
ら
、
既
に
、
年
齢
差

別
禁
止
法
違
反
認
定
時
に
当
該
個
別
具
体
的
な
取
扱
が
年
齢
を
決
定
的
要
因
（
こ
の
（
の
『
旦
冒
〔
一
く
の
（
四
。
【
○
局
）
と
し
て
な
さ
れ
た
と
認
定
さ
れ

て
い
る
以
上
、
「
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
」
と
は
い
え
ず
、
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
個
人
に
向
け
ら
れ
た
差
別
的
取
扱
の
場

合
に
、
「
宍
口
の
三
日
⑫
声
・
急
の
１
円
①
。
【
一
の
い
の
＆
閂
の
ｍ
ｍ
ａ
」
基
準
を
用
い
れ
ば
、
実
際
に
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
の
使
用
者
の
行
為
は
常
に
、

定
額
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
適
切
で
は
な
い
。

使
用
者
が
年
齢
を
理
由
に
被
用
者
を
解
雇
し
た
場
合
に
定
額
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
が
年
齢
差
別
禁
止
法
達

定
額
損
害
賠
倣
の
検
討
（
藤
本
）

六
五
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一
ハ
ー
ハ

反
で
あ
る
こ
と
を
使
用
者
が
知
っ
て
い
た
と
の
同
法
違
反
に
必
要
な
証
拠
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
当
該
行
為
が
「
悪
性
の
高
い

行
為
（
・
負
『
“
、
ｇ
ロ
の
８
．
１
目
ｎ
戸
）
」
で
あ
っ
た
と
い
う
付
加
的
な
証
拠
が
必
要
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
○
国
の
『
に
つ
き
、
違
反
を
意
味
す
る

悪
性
の
高
い
行
為
を
示
す
証
明
は
な
い
。

③
検
討
、
『
；
判
決
は
、
意
図
的
年
齢
差
別
の
事
例
を
２
つ
の
型
ｌ
制
度
の
確
立
と
個
別
具
体
的
取
扱
ｌ
に
分
け
、
後
者
に

つ
い
て
悪
意
に
よ
る
行
為
の
判
断
基
準
と
し
て
「
悪
性
の
高
い
行
為
（
・
自
【
『
四
ｍ
の
。
こ
の
８
コ
目
・
｛
）
」
を
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
「
悪
性

の
高
い
行
為
」
基
準
は
、
使
用
者
の
害
意
を
問
題
と
し
、
そ
の
法
的
反
価
値
性
を
行
為
者
の
内
心
の
意
思
に
求
め
て
い
る
点
で
、
「
偶
然

と
は
い
え
な
い
」
程
度
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
差
別
的
意
図
（
】
具
の
具
）
と
は
十
分
区
別
で
き
る
。

（
釦
）

こ
の
「
悪
性
の
高
い
」
と
考
え
ら
れ
る
行
為
は
、
使
用
者
の
「
害
意
を
も
っ
た
（
園
一
一
ｓ
・
ロ
ｍ
）
」
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
不
法
行
為
な
ど
で
の
懲
罰
的
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
基
準
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
定
額
損
害
賠
償
の
認
容
さ
れ
る
要
件
の
判
断

基
準
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
定
額
損
害
賠
償
の
懲
罰
的
性
格
を
よ
り
強
調
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
害
意
を
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
む

つ
た
行
為
」
に
よ
っ
て
定
額
損
害
賠
償
の
成
否
を
判
断
す
る
と
い
う
｝
」
と
は
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
行
為
者
の
内
心
の
意
図
に
も
等
し
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

主
観
的
意
思
の
法
的
反
価
値
性
の
責
任
を
、
実
損
害
と
は
離
れ
て
、
直
接
、
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
害
意
を
も
っ
て

な
し
た
行
為
に
対
し
て
問
う
責
任
は
、
刑
事
罰
的
色
彩
が
濃
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
に
よ
る

こ
と
は
、
定
額
損
害
賠
償
の
有
し
て
い
る
性
格
の
う
ち
の
懲
罰
的
性
格
に
偏
り
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
と
の
疑
問
も
出
て
こ
よ
う
。

さ
ら
に
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
に
よ
る
こ
と
の
結
果
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
悪
性
の
高
い
行

為
」
基
準
の
適
用
に
よ
り
、
定
額
損
害
賠
償
が
、
刑
事
罰
的
色
彩
が
濃
い
も
の
と
な
る
結
果
、
そ
の
成
否
に
相
当
と
い
い
う
る
よ
う
な
厳

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

格
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｝
」
と
。
第
一
一
に
、
被
告
使
用
者
の
な
し
た
違
反
行
為
が
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
責
任
は
原
告
被
用
者
側
に
あ
る
と
、
判
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
一
一
一
に
、
以
上
よ
ｈ
ソ
す
れ
ば
、
定
額
損
害
賠
償
の
認
め
ら
れ
る
余
地

は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
□
『
ｑ
の
『
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
原
告
被
用
者
に
対
し
て
、
原
告
の
職

（
副
）

務
を
廃
止
し
た
の
が
原
告
を
年
齢
を
理
由
に
強
制
退
職
さ
せ
る
口
実
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
本
件
の
場
〈
ロ
、
本
件

退
職
が
工
場
規
模
の
冗
員
整
理
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
目
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
、
前

述
の
「
口
実
」
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
使
用
者
の
冗
員
整
理
に
託
け
た
も
の
と
い
う
内
心
の
意
図
を
明
ら
か
に
せ
よ
、
と
い
う
に
等
し
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
被
用
者
に
と
っ
て
証
明
は
非
常
に
難
し
く
、
定
額
損
害
賠
償
の
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。

裁
判
所
が
以
上
の
よ
う
な
被
用
者
に
と
っ
て
証
明
が
不
可
能
と
０
も
い
え
る
よ
う
な
基
準
を
設
け
た
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
［
）
『
２
国
判
決
が
か
か
る
基
準
を
立
て
た
の
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
個
別
具
体

的
取
扱
の
場
合
に
は
、
第
一
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
に
違
反
す
る
か
否
か
の
判
断
の
時
点
で
、
既
に
、
使
用
者
は
年
齢
を
決
定
的
要
因

〈
理
）

（
」
の
（
の
：
旨
且
く
の
｛
：
（
・
『
）
と
し
て
当
該
取
扱
を
し
た
と
認
定
●
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
第
一
一
に
、
当
該
取
扱
が
年
齢
差
別
禁

止
法
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
個
人
的
な
確
信
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
主
張
し
て
ｂ
も
認
め
ら
れ
ず
、
最
早
、
「
百
：
。
『
い
す
：
『
の
」

局
・
丙
一
の
い
い
ｓ
：
囲
己
」
基
準
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
結
果
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
に
違
反
し
た
と
さ
れ
れ
ば
常
に
定
額
損
害
賠

償
が
認
め
ら
れ
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
定
額
損
害
賠
償
成
立
の
要
件
で
あ
る
「
悪
意
に
よ
る
（
量
『
】
｜
一
宮
一
）
」
の
要
件
を
無

意
味
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
好
ま
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
「
悪
意
に
よ
る
」
の
要
件
を
有
効
な
基
準
と
す
る
に
は
、
定
額
損
害
賠
償
が
懲

罰
的
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
し
、
よ
り
厳
格
な
基
準
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
と
、

以
上
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
論
理
が
妥
当
性
を
有
す
る
か
否
か
は
、
次
の
よ
う
な
論
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
す
』
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、
日
苛
日
、
【
Ｃ
ロ
判
決
の
「
百
２
「
。
『
い
ず
：
『
の
」
『
の
。
【
｜
の
一
ｍ
⑪
島
：
恩
ａ
」
基
準
で
は
、
］
叩
）
『
の
篇
『
判
決
が

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

六
七
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八

細
分
化
し
た
個
人
に
対
す
る
「
個
別
具
体
的
取
扱
」
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
「
悪
意
に
よ
る
」
の
要
件
が
機
能
し
な
く
な
る
か
否
か
、

で
あ
る
。
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
厚
の
丙
『
判
決
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
に
関
し
て
細

分
化
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
機
能
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
「
悪
意
に
よ
る
」
の
要
件

を
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
か
に
関
わ
っ
て
、
定
額
損
害
賠
償
の
性
格
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
二
に
、
年
齢
差
別
禁

止
法
の
定
額
損
害
賠
償
を
、
ｐ
Ｈ
亀
の
『
判
決
の
い
う
よ
う
な
性
格
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
妥
当
か
ど
う
か
が
、
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
第
二
に
関
連
し
て
、
第
三
に
、
Ｃ
『
の
胃
『
判
決
の
基
準
で
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
法
目
的
が
十
分
達
成
さ
れ
る
か
、
が
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
先
ず
、
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
、
項
を
改
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
第
二
以
降
の
論
点
は
、
定

額
損
害
賠
償
制
度
自
体
の
基
本
に
関
わ
る
論
点
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
魂
）
的
臼
司
・
園
：
⑨
】
（
⑭
『
」
Ｑ
『
・
】
垣
駅
）
．
。
§
』
の
ョ
①
」
》
Ｓ
『
②
Ｑ
・
】
②
盆
（
一
息
二
・
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
宛
…
§
三
；
宮
一
一
・
匹
・
厨
冨
；
で
冒
碩
・
富
・
一
‐

一
同
愈
幻
且
巨
一
『
愈
冒
：
｜
旨
一
・
シ
ロ
向
シ
匠
（
一
目
：
一
ａ
。
“
冒
温
の
シ
：
ａ
鰯
・
円
三
・
”
ず
。
Ｆ
・
”
、
く
．
ｕ
、
】
（
巳
田
）
が
あ
る
。
邦
語
で
の
判
例
の
紹
介
と
し
て
、
拙
稿
「
最

近
の
判
例
」
［
一
九
八
九
ｌ
ニ
ァ
メ
リ
カ
法
一
八
九
頁
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
適
用
年
齢
を
四
五
歳
か
ら
と
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ

る
。
誤
り
な
の
で
、
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
”
）
弓
司
用
ｎ
国
：
§
（
二
、
。
｛
で
四
・
】
爵
）

（
釦
）
＆
』
『
・
瞠
旦
画
［
３
『
・
牌
：
一
ｍ
。
”
朋
国
【
§
：
【
（
艀
８
コ
」
）
・
｛
『
・
『
［
い
ゆ
＆
、
（
画
）
〈
］
弓
『
）
．

ま
ず
、
「
百
ｍ
三
○
『
、
ヶ
。
三
の
」
『
の
。
【
一
の
い
の
」
】
の
『
の
囲
己
」
基
準
に
よ
れ
ば
、
使
用
者
の
年
齢
差
別
禁
止
法
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
自
覚
し
た

_、￣、￣、￣、

３２３１３０２９ 
ﾐｰｼﾞ、－＝、－〆～ゲ

(5) 閂
』
０
口
（
の
、
函
・

円
二
０
画
〔
⑤
、
単
０

「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
を
細
分
化
す
る
こ
と
の
意
義
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減
以
降
二
ヶ
月
（

ろ
、
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
程

（
８
口
、
：
巨
切
）
対
応
の
存
否
を
基
準
と
し
、
使
用
者
に
そ
の
よ
う
な
対
応
が
な
い
こ
と
あ
る
い
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
定
額

損
害
賠
償
を
認
め
る
。
こ
の
点
は
、
個
別
具
体
的
取
扱
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
該
当
す
る
労
働
者
の
年
齢

（
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
四
○
歳
以
上
の
労
働
者
を
法
の
対
象
と
な
る
労
働
者
と
し
て
い
る
）
を
考
慮
し
差
別
と
な
ら
な
い
よ
う
な
配
慮

を
し
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
配
慮
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
Ｃ
吊
竜
の
『
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ロ
「
の
希
『
ら
の

職
務
遂
行
能
力
が
劣
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
、
仮
に
是
認
す
れ
ば
、
そ
の
次
に
、
使
用
者
は
、
己
局
蔚
『
ら
に
対
し
統
合
さ
れ
た
新
た

な
職
務
の
再
訓
練
を
受
け
る
よ
う
申
し
入
れ
た
と
か
、
他
部
門
の
同
種
の
職
務
へ
の
配
転
を
申
し
入
れ
た
と
か
が
、
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
年
齢
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
強
制
退
職
を
回
避
す
る
配
慮
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
た

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
年
齢
を
決
定
的
要
因
と
し
な
い
か
ら
年
齢
差
別
禁
止
法
に
違
反
し
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
配
慮
自
体
は
、
一
般
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
当
該
配
慮
が
年
齢
を
決
定
的
要

素
と
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
調
）

他
方
、
□
局
ど
の
『
判
決
を
支
持
す
る
判
決
に
は
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
の
具
体
化
を
試
み
た
判
決
も
現
れ
て
い
る
。
概
略
以
下
の
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
使
用
者
は
四
○
歳
以
下
の
若
年
労
働
者
を
選
択
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
職
種
。
・
ず
』
囲
日
菅
一
・
口
）

を
あ
え
て
操
作
し
た
か
、
②
差
別
が
当
該
被
用
者
の
職
務
に
及
ん
だ
か
ど
う
か
、
た
と
え
ば
、
当
該
被
用
者
の
職
務
を
廃
止
し
た
が
、
四

○
歳
以
下
の
若
年
労
働
者
の
そ
れ
に
は
手
を
触
れ
な
か
っ
た
な
ど
、
③
被
用
者
が
飛
抜
け
た
手
当
を
受
け
取
っ
た
、
④
被
用
者
が
契
約
消

滅
以
降
二
ヶ
月
の
間
他
の
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
⑤
被
用
者
が
法
外
な
賃
金
の
減
少
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い

、
最
近
で
は
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
を
却
け
、
ま
た
、
こ
の
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
仮
に
自
動
的
に
定
額
損
害
賠

定
額
損
害
賠
倣
の
検
討
（
藤
本
）

六
九
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ま
ず
、
「
六
国
の
三
○
【
骨
・
乏
の
」
局
・
宏
一
§
＆
、
『
の
恩
『
」
」
基
準
は
個
別
具
体
的
取
扱
の
場
合
に
は
ｏ
【
の
廷
の
［
判
決
と
同
様
、
適
用
す
る
に
は
不

（
鋼
）

適
切
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
内
心
に
あ
る
悪
意
に
満
ち
た
動
機
（
の
く
一
一
回
】
・
二
く
の
）
」
が
含
ま

れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
か
か
る
基
準
も
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
却
け
た
う
え
で
、
雇
用
上
の
決
定
に
際
し
て
年
齢
が
「
す

（
躯
）

ぐ
れ
て
（
で
『
の
二
・
目
旨
：
〔
）
」
決
定
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
定
額
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
新
た
な
見
解
を
示
す
判
決
が
あ
る
。

ま
た
、
「
百
：
「
・
『
⑪
ゴ
・
月
」
『
の
。
六
一
の
冊
」
一
い
『
の
恩
ａ
」
基
準
は
個
別
具
体
的
取
扱
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
定
額
損
害
賠
償
を
認

め
る
こ
と
と
な
り
、
広
す
ぎ
る
基
準
で
あ
っ
て
不
適
切
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
年
齢
差
別
禁
止
法
が
定
額
損
害
賠
償
を
認
容
す
る
要
件

と
し
て
「
悪
意
（
且
一
一
｛
Ｅ
一
口
の
い
い
）
」
を
要
求
し
た
の
は
、
法
に
違
反
す
る
と
の
「
自
覚
し
た
意
思
（
８
コ
。
】
・
自
切
ョ
［
の
ロ
〔
）
」
の
証
拠
を
要
求

（
犯
）

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
述
べ
た
判
決
９
℃
あ
る
。

さ
ら
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
禁
止
す
る
行
為
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
そ
の
行
為
を
、
使
用
者

が
「
自
覚
し
つ
つ
あ
る
い
は
わ
ざ
と
（
８
口
、
。
一
・
口
、
一
臣
・
『
」
の
一
一
ヶ
の
『
賀
の
一
竜
１
．
の
い
）
行
っ
た
」
場
合
、
「
悪
意
に
よ
る
違
反
」
と
な
る
、
と
す
る

（
”
〉

判
決
も
あ
る
。
こ
の
基
準
が
前
述
の
「
六
コ
９
弓
・
『
い
う
◎
裳
「
の
」
【
の
。
【
一
の
脇
」
尻
『
の
、
②
ａ
」
基
準
と
異
な
る
の
か
あ
る
い
は
同
じ
な
の
か
は
見
解
の

別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
六
コ
：
。
【
、
ゲ
：
『
且
『
の
、
六
一
の
溺
垈
尻
『
の
恩
『
」
」
基
準
が
、
自
覚
し
た
く
８
コ
⑫
ａ
・
口
の
）
対

応
が
あ
っ
た
か
否
か
で
も
っ
て
判
断
す
る
基
準
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
法
違
反
を
緩
和
す
る
よ
う
な
積
極
的
な
是
正
措
極
を
講
じ

た
か
否
か
に
、
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
件
「
自
覚
し
つ
つ
あ
る
い
は
わ
ざ
と
（
８
．
ｍ
Ｃ
－
Ｃ
こ
い
一
臣
・
『
こ
の
一
一
ヶ
の
『
ｇ
の
一
垣
）
」
基

い
く
つ
か
示
さ
れ
て
も
い
る
。

ま
ず
、
「
百
の
三
○
【
：
◎
三
の
（

適
切
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
悪

れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
よ
り
、

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

七
○

償
を
認
容
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
こ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ｃ
『
の
『
の
『
判
決
と
比
較
す
れ
ば
結
果
と
し
て
そ
う
な

る
こ
と
に
理
解
を
示
し
た
う
え
で
、
「
百
の
三
○
『
の
す
。
三
の
」
『
の
、
六
一
の
、
⑪
』
】
“
『
の
、
“
『
」
」
基
準
と
も
異
な
る
全
く
新
し
い
基
準
を
示
し
た
判
決
が

Hosei University Repository



準
も
具
体
的
に
は
か
か
る
積
極
的
な
是
正
措
置
を
講
じ
た
か
否
か
の
判
断
を
排
除
せ
ず
こ
れ
を
も
含
む
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

「
百
の
二
・
『
い
ず
。
尊
の
」
『
の
。
【
一
の
ｍ
の
」
】
の
【
の
、
凶
ａ
」
基
準
と
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
自
覚
し
つ
つ
あ
る
い
は
わ
ざ
と
」

基
準
は
、
過
失
（
ロ
の
、
｜
】
ぬ
の
国
・
の
）
と
は
異
な
る
位
置
に
設
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
と
恩
わ

、
も
こ
、
、
、
、
も

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
反
行
為
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
自
覚
し
て
当
該
行
為
を
行
っ
た
と
の
能
動
的
な
違
反
行
為
で
あ
る
点
に
の
み
、
当
該

「
自
覚
し
つ
つ
あ
る
い
は
わ
ざ
と
」
基
準
の
真
価
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
件
判
決
は
、
「
百
の
三
・
【
：
○
二
の
旦
吊
・
丙
一
の
閉

（
犯
）

」
尉
局
頤
“
ａ
」
基
準
と
異
な
っ
て
、
新
た
な
基
準
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
、
「
悪
意
に
よ
る
」
を
、
使
用
者
が
法
の
要
求
す
る
要
件
に
「
冷
淡
で
（
旨
」
一
帯
局
員
（
・
）
」
あ
る
こ
と
と
捉
え
、
そ
れ
を
次
の

（
羽
）

よ
う
な
判
断
基
準
を
も
っ
て
具
体
的
に
一
示
し
た
判
決
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が
被
用
者
を
解
雇
す
る
際
、
被
用
者
の
年
齢
を
理
由

に
不
利
益
を
受
け
な
い
権
利
に
、
関
心
を
示
さ
ず
に
（
君
一
ｓ
・
巨
戸
旨
の
§
一
・
『
８
口
８
『
。
ざ
『
）
こ
れ
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
、
目

的
的
な
、
故
意
の
あ
る
い
は
綿
密
に
考
え
抜
い
た
方
法
で
も
っ
て
行
為
し
た
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
が
法
に
「
冷
淡
で
」
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
、

以
上
の
よ
う
に
、
新
た
な
見
解
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
ど
こ
に
収
赦
さ
れ
る
か
は
、
ま
だ
下
級
審
の
段
階
で
あ
る
の
で
、

断
定
す
る
こ
と
は
早
急
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ｏ
忌
扁
『
判
決
の
う
ち
、
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
を
細
分
化
し
て
、
個
別
具

体
的
取
扱
の
場
合
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
問
題
提
起
し
た
こ
と
自
体
は
、
新
た
な
論
争
点
を
提
示
し
た
と
い
う
点
で
有
意
義
で
あ
っ

た
と
は
、
い
え
そ
う
で
あ
る
。

〆へ－、

３４３３ 
－ゲ、＝〆

国
『
巨
口
◎
く
．
ご
く
・
因
・
の
回
巨
目
こ
の
厨
の
。
・
・
②
②
四
句
・
田
」
『
の
Ｐ
『
。
（
四
『
」
。
》
『
・
］
垣
⑫
⑤
）
・

”
の
⑫
国
【
の
ロ
】
の
具
〈
ｍ
Ｒ
ｏ
ヨ
ユ
〉
。
｛
弓
ｃ
『
厨
⑫
⑫
。
、
く
い
）
（
】
』
『
『
）
・

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

七
一
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前
述
し
た
よ
う
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
値
の
性
格
は
、
確
か
に
懲
罰
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
懲
罰
的
損
害

賠
償
と
同
様
、
単
な
る
損
害
填
補
と
し
て
で
は
な
い
民
事
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
刑
事
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
の
中
間
に
あ
る
も
の
で

（
抑
）

あ
る
。
し
か
し
、
定
額
損
害
賠
償
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
と
は
趣
を
異
に
し
、
よ
り
刑
事
的
色
彩
が
薄
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

懲
罰
的
損
害
賠
償
は
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
を
し
た
者
を
懲
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
高
額
の
賠
償
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
額

の
算
定
も
加
害
者
の
行
為
に
至
る
動
機
な
ど
主
観
的
事
情
に
関
す
る
の
悪
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
、
定
額

損
害
賠
倣
は
、
一
旦
賠
彼
責
任
あ
り
と
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
賠
償
額
は
賃
金
の
未
払
分
と
同
額
と
い
う
形
で
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
。
そ
の

意
味
で
上
限
が
あ
り
、
ま
た
、
公
正
労
働
基
準
法
と
同
様
に
解
し
て
、
加
害
者
側
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
減
額
の

四
年
齢
差
別
禁
止
法
上
の
定
額
損
害
賠
償
制
度
の
趣
旨

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

七
二

（
弱
）
○
８
で
の
『
く
・
少
：
一
目
監
日
尉
団
禺
鳳
『
［
、
・
・
》
田
の
句
・
臣
］
、
堂
・
』
、
臼
〈
］
。
【
ゴ
ロ
『
・
』
９
ｍ
〉
・

（
麺
）
三
目
ロ
ー
脇
】
ぐ
・
ぐ
②
｜
ョ
目
昌
且
巨
里
１
侭
・
写
・
・
・
⑪
思
同
・
Ｅ
Ｓ
望
．
］
＆
」
〈
⑪
三
Ｑ
『
．
ご
ｇ
）
・

（
訂
）
国
『
◎
乏
二
こ
・
三
彫
三
へ
冨
色
？
⑪
困
司
・
Ｅ
ｇ
ｍ
．
、
届
‐
屋
（
『
［
ず
。
『
・
巳
ｇ
）
・

（
犯
）
⑫
《
の
：
：
ｍ
・
両
国
弓
・
ロ
・
『
｛
〈
勺
『
旨
§
画
一
シ
巨
冒
『
）
．
シ
○
両
目
の
、
国
三
ヨ
シ
コ
。
Ｚ
〈
■
・
Ｚ
・
少
・
］
垣
思
）
．
。
［
山
田
．
ま
た
、
最
高
裁
の
判
例
動
向
に
つ
い
て
、

合
衆
国
最
高
裁
は
、
「
戸
口
の
二
・
【
、
夛
・
君
ａ
月
・
声
一
級
“
１
－
“
『
品
蜜
「
」
」
基
準
を
依
然
、
維
持
し
て
い
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
図
畠
ａ
切
・
三
一
一
の
『
．
宛
の
§
一
Ｆ
こ
の
一
‐

◎
己
曰
の
。
（
、
ご
己
の
『
二
２
滴
の
□
厨
ロ
ュ
ョ
ョ
②
［
】
○
コ
目
向
ョ
ご
一
ｏ
垣
ョ
の
ニ
ニ
ン
ロ
〔
・
ｍ
Ｆ
：
．
Ｆ
②
肴
・
唖
９
．
砲
競
‐
患
（
］
し
ｇ
）
・

（
羽
）
罵
昌
目
ご
く
・
ご
ロ
ー
［
①
垈
三
の
『
・
字
：
【
：
己
巨
目
巨
｛
国
：
厨
『
】
。
・
・
・
⑪
『
酋
司
・
臣
」
】
（
、
己
Ｑ
『
・
尼
ｇ
）
．

(1) 

定
額
損
害
賠
償
制
度
の
趣
旨
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要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
懲
罰
的
損
害
賠
伯
と
は
違
い
の
あ
る
定
額
損
害
賠
償
は
、
法
の
実
効
性
確
保
の
手
段

（
⑪
）
 

と
し
て
の
性
格
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

事
実
、
定
額
損
害
賠
償
は
、
法
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
政
策
的
考
慮
が
強
く
働
い
て
い
る
と
い
い

う
る
。
た
と
え
ば
、
年
齢
差
別
禁
止
法
に
は
、
定
額
損
害
賠
償
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
法
と
同
じ
く
雇
用
差
別
の
撤
廃
を

立
法
目
的
と
す
る
第
七
篇
に
は
、
衡
平
法
上
の
救
済
の
み
が
第
七
篇
の
司
法
救
済
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
止
ま
り
、
法
定
救
済
と

し
て
の
定
額
損
害
賠
償
の
制
度
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
と
対
比
し
て
み
れ
ば
、
定
額
損
害
賠
償
の
導
入
に
際
し
政
策

的
考
慮
の
働
く
余
地
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
法
の
実
効
性
確
保
の
手
段
と
し
て
の
定
額
損
害
賠
倣
も
そ
れ
を
規
定
す
る
の
立
法
趣
旨
の
違
い
に
よ
っ
て
は
同
一
視
で
き
な
い

こ
と
に
も
な
る
。
公
正
労
働
基
準
法
と
年
齢
差
別
禁
止
法
と
対
比
し
て
こ
の
点
を
、
見
れ
ば
そ
う
い
い
う
る
。
す
な
わ
ち
、
公
正
労
働
基

準
法
の
定
額
損
害
賠
償
は
、
法
定
さ
れ
て
い
る
最
低
賃
金
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

使
用
者
に
と
っ
て
は
何
が
法
違
反
に
な
る
か
を
、
客
観
的
に
予
め
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
そ
れ

は
、
使
用
者
の
悪
意
あ
る
差
別
的
取
扱
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
差
別
行
為
の
性
格
上
、

使
用
者
は
予
め
何
が
法
違
反
に
な
る
か
客
観
的
に
知
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
し
て
や
、
「
差
別
的
取
扱
の
事
例
」
に
お
い
て
は
、

問
題
と
さ
れ
る
行
為
は
基
本
的
に
は
使
用
者
の
内
心
の
意
思
で
あ
る
こ
と
や
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
な
ど
、

使
用
者
の
差
別
的
意
図
を
客
観
的
に
予
め
知
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
公
正
労
働
基

準
法
と
、
同
列
視
で
き
な
い
。
結
局
は
、
定
額
損
害
賠
償
の
性
格
を
具
体
的
に
ど
う
位
置
付
け
る
か
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
自
体
の
定
額

（
狸
）

損
害
賠
値
を
設
け
た
趣
』
曰
を
ど
う
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
・

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

七
三
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年
齢
差
別
禁
止
法
に
関
し
て
、
合
衆
国
議
会
は
、
定
額
損
害
賠
償
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
損
害
填
補
の
役
割
を
も
期
待
し
て
い
る
と
い
わ

（
綱
）

れ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
懲
罰
的
側
面
の
み
を
強
く
意
識
し
て
い
る
□
局
丙
同
判
決
の
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
は
、
こ
の
点
を
過

少
に
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
は
、
厳
格
な
基
準
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
Ｐ
ｑ
ｑ
判
決
は
、
定
額
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ

る
要
件
で
あ
る
「
悪
意
に
よ
る
」
行
為
の
意
義
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
定
額
損
害
賠
償
の
認
め
ら
れ
る
場
合
は
極
め
て
限
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
第
七
篇
と
救
済
方
法
に
違
い
が
あ
り
、
そ
の
違
い
を
定
額
損
害
賠
償
制
度
に
求
め
、
そ
の
独
自
性

を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
成
立
の
条
件
に
「
悪
意
に
よ
る
」
違
反
で
あ
る
こ
と
に
求
め
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
厳
格
に
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
定
額
損
害
賠
償
を
実
質
的
な
死
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
救
済
は
、
第
七
篇
の
そ
れ
と

実
質
的
に
変
わ
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
衡
平
法
上
の
救
済
し
か
与
え
ら
れ
な
い
結
果
と
な
る
。
逆
の
意
味
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

（
“
）
 

な
場
合
も
、
定
額
損
害
賠
償
を
設
け
た
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
た
っ
た
と
い
適
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
適
用
範
囲
は
狭
く
、
認
め
ら
れ
る
余
地
が
余
り
な
い
こ
と
は
、
□
且
の
『
判
決
の
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
で
は
、

定
額
損
害
賠
償
の
懲
罰
的
性
格
す
な
わ
ち
行
為
者
を
懲
ら
し
め
る
と
の
目
的
さ
え
も
十
分
発
揮
で
き
な
い
結
果
と
な
ろ
う
。

デー､へ〆へ

４２４１４０ 
ﾐーグ、一一夕②

趣
旨
か
ら
見
た
「
悪
性
の
高
い
行
為
」
基
準
の
妥
当
性

法
学
志
林
第
八
十
八
巻
第
四
号

田
中
前
掲
注
（
１
）
書
一
○
五
頁
他
。

田
中
前
掲
注
（
１
）
轡
一
○
六
頁
。

Ｄ
Ｃ
ヨ
ョ
の
員
⑩
》
⑪
巨
己
『
旬
８
５
Ｎ
・
囚
［
Ｓ
『
．

七
四
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年
齢
差
別
禁
止
は
、
高
齢
化
社
会
に
向
け
た
高
年
齢
労
働
者
の
雇
用
問
題
に
対
処
す
る
政
策
的
観
点
か
ら
の
要
請
が
強
い
と
い
っ
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
と
し
て
は
、
年
齢
差
別
禁
止
法
制
定
以
前
に
は
、
募
集
採
用
の
際
の
年
齢
制
限
（
た
と
え
ば
三
○
歳
ま

で
と
い
っ
た
こ
と
）
が
広
範
に
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
年
齢
差
別
禁
止
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
一
定
の
年
齢
が
一
般
的
に
職
務
の
遂
行
能
力
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
固
定
観
念
を
払
拭
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、

再
教
育
を
受
け
る
な
ど
を
通
じ
て
職
務
遂
行
能
力
の
あ
る
高
年
齢
労
働
者
の
雇
用
機
会
の
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。
第
二
に
、

年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
年
齢
に
基
づ
く
強
制
退
職
制
度
を
禁
止
し
た
結
果
、
適
用
対
象
労
働
者
が
任
意
に
退
職
す
る
か
雇
用
継
続
す
る
か

を
選
択
す
る
こ
と
に
道
を
開
い
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
該
当
す
る
労
働
者
の
一
雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
、
期
待
で
き
る
。

さ
ら
に
、
高
齢
者
は
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
労
働
力
市
場
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
高
齢
者
の
雇
用
は
、
公
的
年

金
な
ど
の
公
的
扶
助
の
財
政
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
も
貢
献
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

定
額
損
害
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

七
五

た
、
高
齢
化
社
会
に
向
か
っ
て
、
若
岸

（
帽
）

対
処
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。

年
齢
差
別
禁
止
法
は
、
加
齢
に
よ
る
職
務
遂
行
能
力
の
低
下
と
い
う
偏
見
か
ら
生
ま
れ
る
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま

、
高
齢
化
社
会
に
向
か
っ
て
、
若
年
者
よ
り
も
高
齢
者
の
失
業
問
題
は
よ
り
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
問
題
に

五
結
び
に
か
え
て
ｌ
年
齢
差
別
禁
止
法
の
趣
旨
と
定
額
損
害
賠
償

１
 

１
 

（
鍋
）
三
曲
易
冨
一
一
・
ｍ
こ
つ
『
四
口
。
【
の
⑬
Ｐ
酌
田
団
・
“
冊
「
：
目
・
局
（
『
】
）
釦
〔
ど
ヨ
ョ
：
厨
・
雲
一
己
『
雪
。
。
（
の
『
・
昌
巴
⑪
．

！
 

ｌ
 

〈
拠
）
度
を
越
え
て
い
る
と
し
て
、
当
該
基
準
を
却
け
た
判
決
に
、
前
出
の
判
決
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
、
こ
｛
苛
一
ョ
：
く
・
Ｐ
目
⑯
、
Ｅ
「
の
一
用
－
０
○
・
・
⑪
ｇ
『
・
Ｅ
さ
←

（
、
一
一
］
Ｑ
『
・
ご
ろ
）
が
あ
一
る
。
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巻
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四
号

七
六

以
上
よ
り
、
政
策
的
観
点
か
ら
は
、
年
齢
差
別
禁
止
政
策
は
、
高
齢
化
社
会
の
高
齢
労
働
者
の
雇
用
拡
大
に
向
け
て
、
積
極
的
に
推
進

す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
、
現
実
は
、
労
働
者
の
退
職
年
齢
が
次
第
に
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
技
術
革
新
、
職
務
再
編
に
よ
っ
て
冗
員

が
生
じ
た
と
し
て
解
雇
す
る
こ
と
は
、
解
雇
自
由
の
原
則
か
ら
し
て
容
易
で
あ
る
こ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
か
ら
か
、
年
齢

（
妬
）

に
よ
る
強
制
退
職
制
度
の
禁
止
は
さ
ほ
ど
使
用
者
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
結
局
、
年
齢
差
別
禁
止
法

（
ｗ
）
 

の
果
た
す
役
割
は
、
「
高
齢
労
働
者
の
解
雇
を
い
く
ぶ
ん
盲
同
価
な
も
の
に
し
た
」
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
現
実
も
、
使
用
者
の
「
悪
意
に
よ
る
」
違
反
を
強
く
非
難
し
、
使
用
者
に
対
し
て
、
労
働
者
に
選
択
の
自
由
を
確
保
す
る

施
策
を
実
施
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
定
額
損
害
賠
値
も
、
か
か
る
法
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
適
用
す
る
こ
と
に
肯

定
的
に
か
つ
頓
極
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

結
局
、
□
『
図
の
『
判
決
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
『
ず
巨
厨
【
・
ロ
判
決
が
想
定
し
て
い
な
い
個
別
具
体
的
取
扱
に
お
け
る
「
百
の
三
・
『

の
壷
・
乏
巴
『
の
。
【
一
囲
い
＆
の
『
の
恩
『
』
」
基
準
の
適
用
可
能
性
の
範
囲
拡
大
の
方
向
に
目
を
向
け
さ
せ
た
と
い
う
点
に
、
そ
し
て
、
そ
の
延
長
と

（
佃
）

し
て
、
定
額
損
害
賠
償
の
独
自
性
を
何
処
に
求
め
る
べ
き
か
の
問
題
を
広
く
提
起
し
た
こ
と
に
の
み
意
義
が
あ
っ
た
と
い
・
え
よ
う
。

（帽）」二ｍの□尻。『】ヨヨ罠一。。言向曰で一○垣ヨのヨシの［ショのａ目の昌抄。（こ『②》、の冒一の宛のつ。『｛Ｚ。．』困菫⑫、［テ〔〉○品．。『のつ【ｓ［ａ三］弓堕ご・⑫．、。」⑦
。。■ｍ・岸シニ・Ｚの二房・具、ＥＩＳ》、［①ご目四・ｍ目この一一・閃ユ・・曰宇白勺丙○国Ｆ両三『のｚ》『シ⑦両（勺勾」吟向（閃幻】畠『）・由［温の［の．》シ『一一】こ『■．⑫曰一【す》
」
『
．
．
Ｃ
盲
『
一
冊
口
・
、
『
画
く
、
『
色
。
１
Ｆ
⑪
『
ｇ
ｏ
・
ロ
②
『
寿
・
向
三
で
Ｐ
ｏ
く
こ
両
ヱ
ヨ
ロ
⑫
〔
〉
国
三
門
Ｚ
シ
『
『
ｏ
Ｚ
Ｆ
シ
ミ
．
⑬
且
両
」
。
（
三
門
昌
同
因
○
円
｝
、
‐
三
両
宛
国
Ｆ
Ｆ
Ｆ
シ
ミ

石
ご
口
ご
田
）
・
画
［
『
ｍ
Ｉ
ｇ
ｍ
ｏ
巨
自
⑰
岡
・
目
与
◎
目
つ
い
◎
二
三
：
Ｑ
幻
・
頭
目
⑫
の
『
目
色
ご
目
」
』
雪
ョ
の
⑫
Ｆ
』
。
『
」
昌
一
」
荷
の
□
厨
。
『
一
ョ
一
息
【
一
．
二
冒
丙
の
ユ
ニ
、
二
Ｃ
己
‐
旨
‐
可
。
『
の
。
『
序

言
②
冒
日
。
『
：
ｏ
ｍ
－
ｍ
ａ
三
、
［
声
）
目
の
一
一
口
）
臣
、
一
画
⑰
〔
〉
○
．
二
目
の
い
・
匹
冒
」
こ
い
．
宛
の
一
』
、
。
」
・
念
・
台
（
】
④
恩
）
．
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（
妬
）
ラ
ン
ス
・
リ
ー
プ
マ
ン
、
森
戸
英
幸
訳
「
高
齢
化
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
と
法
政
策
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
三
七
一
号
（
’
九
九
○
〉
一
一
一
一
頁
。
岡
本
英
雄

「
高
齢
者
の
海
外
願
用
事
柵
に
つ
い
て
」
季
労
一
五
六
号
二
九
九
○
）
一
一
八
頁
以
下
。

刀
）
前
注
ラ
ン
ス
・
リ
ー
プ
マ
ン
、
一
五
頁
。

（
妃
）
富
回
勗
一
国
二
豐
己
『
色
■
◎
扁
吟
Ｐ
四
国
ヨ
ー
呂
・

定
額
損
警
賠
償
の
検
討
（
藤
本
）

ヒ
ヒ
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